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― 1 ― 偽書『南淵書』と権藤成卿、そして朝鮮

偽
書
『
南
淵
書
』
と
権
藤
成
卿
、
そ
し
て
朝
鮮

　
　

山
﨑
雅
稔

　
　
　

は
じ
め
に

　

一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）
五
月
三
日
、
権
藤
成
卿
・
小
澤
打
魚
の
校

注
に
な
る
『
南
淵
書
』
三
巻
が
公
爵
一
条
実
輝
よ
り
皇
太
子
裕
仁
親
王
に

献
上
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
付
さ
れ
た
「
南
淵
書
ヲ
進
ム
ル
ノ
表
」（
以
下
、

上
表
文
と
す
る
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は
「
古
ノ
碩
儒
南
淵
請
安
カ
天
智

天
皇
ノ
下
問
ニ
奏
対
セ
シ
所
」を
世
に
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、「
久
年
湮
没
」

し
て
「
知
ル
者
極
メ
テ
希
」
に
な
っ
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
南
淵
請
安

は
推
古
天
皇
の
時
代
に
隋
に
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
人
物
で
あ

る
。
か
り
に
請
安
が
『
南
淵
書
』
を
書
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
八
世
紀

前
半
に
成
立
を
み
る
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
先
行
す
る
日
本
最

古
の
文
献
資
料
と
な
る
。

　

事
実
、
そ
の
よ
う
な
ふ
れ
込
み
で
世
間
に
公
に
さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
刊
行
当
時
の
新
聞
に
は
、「
現
在
伝
は
つ
て
い
る
我
が
古
文
書

中
の
最
古
の
も
の
は
『
古
事
記
』
だ
と
云
は
れ
て
い
る
、
所
が
其
よ
り
も

更
に
百
年
ほ
ど
昔
の
著
述
が
大
正
の
今
日
初
て
翻
刻
さ
れ
た
と
云
ふ
の
は

な
ん
と
云
つ
て
も
我
が
古
文
書
界
未
曽
有
の
驚
嘆
す
べ
き
記
録
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ（

（
（

」
と
か
、「
本
書
は
隋
唐
に
三
十
三
年
留
学
し
、
帰
朝
後
天
智

天
皇
の
御
下
問
に
奉
答
し
て
帝
王
学
を
進
講
し
た
る
南
淵
請
安
の
著
で
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（
中
略
）
実
に
稀
代
の
典
籍
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
斯
く
の
如
き
千
古
の

典
籍
が
広
く
行
は
る
ゝ
に
至
つ
た
事
は
わ
が
史
学
の
研
究
に
一
大
光
明
を

与
へ
る
も
の（

（
（

」
で
あ
る
と
い
っ
た
紹
介
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
あ
る
い
は
同

年
一
〇
月
刊
行
写
真
版
『
南
淵
書
』
の
広
告
に
は
「
日
本
最
古
の
書
に
し

て
大
化
改
新
の
原
動
力
」
と
い
う
文
句
が
躍
っ
て
い
る（

（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
学
術
的
な
見
知
か
ら
『
南
淵
書
』
に
そ
の
よ
う
な
評
価
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
刊
行
か
ら
一
〇

年
が
過
ぎ
た
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）、
に
わ
か
に
偽
書
説
が
浮
上
し
た
。

そ
の
真
贋
を
め
ぐ
っ
て
歴
史
学
・
書
誌
学
・
漢
文
学
の
専
門
家
に
よ
る
批

判
的
検
証
が
行
わ
れ
、
形
式
・
内
容
の
両
面
か
ら
偽
書
と
さ
れ
、
校
注
者

に
よ
る
積
極
的
な
反
論
も
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
わ
く
つ
き
の
文

献
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ま
、
こ
の
偽
書
説
に
疑
義
を
唱

え
る
つ
も
り
は
な
い
。『
南
淵
書
』
は
校
注
者
の
権
藤
成
卿
ら
に
よ
っ
て

作
出
さ
れ
た
書
物
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
南
淵
請
安
の
思
想
も
古

代
日
本
の
歴
史
的
実
像
も
見
出
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
了

解
し
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
『
南
淵
書
』
を
取
り
ま
く
問
題
に
接
近
す
る
。

　

本
書
の
〝
成
立
〟
に
深
く
関
わ
っ
た
権
藤
成
卿
（
一
八
六
八
〜

一
九
三
七
）
は
、
昭
和
初
期
の
社
会
思
想
に
影
響
を
与
え
た
農
本
主
義
の

理
論
家
で
あ
る
。
権
藤
は
彼
の
死
亡
記
事
に
「
血
盟
団
事
件
、
五
・
一
五

事
件
に
思
想
的
影
響
を
與
へ
た
蔭
の
人（

（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
九
三
二
年

（
昭
和
七
）
に
発
生
し
た
二
つ
の
連
続
テ
ロ
事
件
の
主
導
者
、
井
上
日
召

や
藤
井
斉
、
橘
孝
三
郎
ら
と
交
流
し
た
人
物
で
あ
り
、
彼
自
身
も
血
盟
団

事
件
に
関
与
し
た
疑
い
で
一
時
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
話
題
に
な
っ
て
い

る
。『
南
淵
書
』
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
、
偽
書
と
さ
れ
た
の
は
そ
の
翌

年
で
あ
る
。
権
藤
の
思
想
は
、
丸
山
真
男
に
よ
っ
て
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

一
類
型
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ（

（
（

、
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
右
翼
的

傾
向
や
日
本
主
義
的
傾
向
、「
官
治
」
す
な
わ
ち
官
僚
専
制
主
義
に
対
す

る
批
判
的
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
生
涯
に
関
し
て
は
、
滝
沢
誠

の
一
連
の
研
究
が
あ
る（

（
（

。
権
藤
は
久
留
米
藩
主
の
侍
講
で
あ
っ
た
父
松
門

に
家
伝
の
〝
制
度
典
例
学
〟
を
学
び
、
漢
籍
を
渉
猟
し
て
独
自
の
学
識
を

蓄
積
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
に
上
京
し
て
内
田
良

平
が
主
宰
す
る
黒
竜
会
に
関
係
し
、日
韓
合
邦
運
動
と
も
関
わ
り
を
持
ち
、

朝
鮮
へ
の
渡
航
歴
も
あ
る
。
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）
に
み
ず
か
ら
自
治

学
会
を
創
設
し
て
、農
本
主
義
者
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
た
。『
南
淵
書
』

の
献
上
・
刊
行
は
彼
の
後
半
生
に
お
け
る
思
想
活
動
の
転
換
点
に
位
置
す

る
。

　

河
野
有
理
の
研
究
に
よ
れ
ば（

（
（

、
権
藤
の
著
作
活
動
は
歴
史
を
通
し
て
自

身
の
思
想
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
点
に
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
河
野
が
取

り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
、
戸
坂
潤
は
「
現
在
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
に

向
か
っ
て
古
典
を
無
批
判
に
適
用
」
す
る
彼
ら
の
手
法
を
「
文
献
学
主
義
」
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と
し
て
批
判
し
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
「
国
史
」
に
「
無
組
織
的
」
に
適
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
日
本
主
義
的
「
意
識
」
に
立
脚
し
て
「
国
史
」

が
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た（

（
（

。
戸
坂
の
指
摘
は
昭
和
初

期
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
固
有
の
問
題
で
は
な
く
、
歴
史
叙
述
の
思
想
・
方
法

の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
念

頭
に
お
き
つ
つ
、『
南
淵
書
』
が
ど
の
よ
う
な
由
緒
・
内
容
を
持
つ
も
の

と
し
て
登
場
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
を
内
包
し
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
、
先
行
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
基
本
的
な
整
理
・
検
討
を
行
う
こ
と
に

し
、
近
代
に
お
け
る
古
代
史
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り

と
し
た
い（

（
（

。

　
　
　

一
、
南
淵
請
安
と
本
書
の
由
緒

　

ま
ず
は
書
名
の
由
来
に
も
な
っ
て
い
る
南
淵
請
安
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ

れ
て
お
き
た
い（
（1
（

。
請
安
に
関
す
る
史
料
は
少
な
い
。『
日
本
書
紀
』
は

六
〇
八
年
（
推
古
十
六
）
に
学
問
僧
と
し
て
隋
に
渡
っ
た
の
ち
、
六
四
〇

年
（
舒
明
十
二
）
に
帰
国
し
た
こ
と
、
そ
の
後
、
中
大
兄
皇
子
・
中
臣
鎌

足
が
請
安
の
も
と
で
「
周
孔
之
教
」
を
学
ん
だ
こ
と
を
伝
え
る
の
み
で
あ

る
。

　

す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
二
・
推
古
天
皇
十
六
年
（
六
〇
八
）

九
月
辛
巳
条
に
よ
れ
ば
、「
唐
客
」
裴
世
清
の
帰
国
に
際
し
て
派
遣
さ
れ

た
小
野
妹
子
を
大
使
、
吉
士
雄
成
を
小
使
、
鞍
作
福
利
を
通
事
と
す
る
遣

隋
使
に
随
伴
し
て
、
留
学
生
の
倭
漢
直
福
因
・
奈
良
訳
語
恵
明
・
高
向
漢

人
玄
理
・
新
漢
人
大
圀
、
学
問
僧
の
新
漢
人
日
文
・
南
淵
漢
人
請
安
・
志

賀
漢
人
慧
隠
・
新
漢
人
広
済
ら
八
人
が
入
隋
し
た
。「
漢
人
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、請
安
は
渡
来
系
氏
族
の
出
身
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

次
い
で
、
同
巻
二
十
三
・
舒
明
天
皇
十
二
年
（
六
四
〇
）
十
月
乙
亥
条
に

は
、
大
唐
学
問
僧
「
清
安
」、
学
生
高
向
漢
人
玄
理
が
新
羅
経
由
で
帰
国

し
た
と
あ
る
。
請
安
は
中
国
で
三
〇
余
年
を
過
ご
し
、
そ
の
間
に
隋
唐
の

王
朝
交
替
を
目
の
当
た
り
に
し
、
新
羅
の
遣
唐
使
の
協
力
を
得
て
出
国
、

倭
に
帰
国
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
巻
二
十
四
・
皇
極
天
皇
三
年
（
六
四
四
）
正
月
乙
亥
朔
条
は
、

法
興
寺
の
打
毱
会
で
出
会
っ
た
中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌
足
が
、「
南
淵
先

生
」
の
も
と
で
周
孔
の
教
え
を
学
び
、
そ
の
道
す
が
ら
蘇
我
入
鹿
打
倒
の

謀
議
を
話
し
合
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
の
逸
話
は
翌
年
の
蘇
我
氏

本
宗
家
滅
亡
事
件
（
乙
巳
の
変
）
の
前
史
を
な
す
。
た
だ
ち
に
史
実
と
み

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、と
も
か
く
こ
こ
に
請
安
の
名
前
が
登
場
す
る
。

だ
が
そ
の
後
の
記
事
に
は
請
安
の
こ
と
は
見
え
ず
、
没
年
な
ど
も
分
か
っ

て
い
な
い
。

　

謎
の
多
い
南
淵
請
安
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
権
藤
成
卿
も
詳
し
く
論
じ
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て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
君
民
共
治
論
』
第
四
章
第
一
節
「
南

淵
先
生
」
で
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
程
度
で
あ
る（

（1
（

。

　
　

�

南
淵
先
生
の
こ
と
は
、
正
史
の
表
面
に
は
中
大
兄
皇
子
、
中
臣
鎌
子

を
従
へ
さ
せ
ら
れ
、
南
淵
先
生
の
所
に
至
り
、
周
孔
の
教
を
学
ば
ん

と
請
は
せ
ら
れ
た
一
節
が
見
え
て
居
る
丈
で
あ
る
。
併
し
後
世
学
者

間
に
於
て
古
文
献
を
渉
猟
し
林
道
春
、
貝
原
益
軒
等
の
時
代
に
至
り

先
生
を
王
仁
の
次
に
置
く
様
に
な
つ
た
。
人
名
辞
書
に
簡
単
に
推
古

朝
隋
に
遊
び
経
術
を
以
て
稱
せ
ら
れ
書
百
巻
を
著
は
せ
り
、
其
書
今

伝
は
ら
ず
と
あ
る
の
は
、道
春
の
考
索
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

意
ふ
に
近
江
朝
倒
覆
の
後
当
時
の
事
蹟
が
頻
り
に
抹
殺
さ
れ
た
こ
と

は
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
と
で
あ
つ
て
天
智
天
皇
の
御
遺
著
百
巻
余
も

東
寺
に
其
目
録
を
留
め
て
あ
る
斗
り
一
冊
も
伝
は
つ
て
居
ら
ぬ
。
南

淵
先
生
の
事
歴
遺
著
の
焚
滅
に
帰
し
た
の
も
此
の
時
代
に
於
け
る
心

な
き
官
僚
の
な
し
た
こ
と
ゝ
考
え
ら
る
ゝ
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
論
語
』
や
『
千
字
文
』
を
倭
国
に
伝
え
た
と
さ
れ

る
王
仁
や
請
安
の
存
在
が
歴
史
的
に
評
価
さ
れ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
儒

学
の
伝
統
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
林
道
春
（
羅
山
）
以
後
、
請
安
が
遺
し

た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
数
多
の
著
作
に
つ
い
て
、
六
七
二
年
の
「
近
江
朝

倒
覆
」（
壬
申
の
乱
）
の
後
、「
心
な
き
官
僚
」
の
手
に
よ
っ
て
滅
却
さ
れ

た
と
想
像
を
巡
ら
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
確
た
る
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。

　

さ
て
、
近
代
に
お
け
る
『
南
淵
書
』
の
価
値
は
、「
南
淵
請
安
カ
天
智

天
皇
ノ
下
問
ニ
奏
対
セ
シ
所
」（
上
表
文
）
を
伝
え
る
文
献
で
あ
る
と
い

う
点
に
尽
き
る
。

　

本
書
が
献
上
さ
れ
た
の
は
、裕
仁
親
王
が
摂
政
に
な
っ
た
翌
年
で
あ
る
。

こ
の
年
の
二
月
、
裕
仁
は
東
宮
御
学
問
所
を
卒
業
し
、
三
月
か
ら
半
年
あ

ま
り
の
予
定
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
の
た
め
に
日
本
を
離
れ
て
い
る
。
横
浜

港
で
戦
艦
香
取
に
乗
艦
し
た
の
ち
、
香
港
・
イ
ン
ド
を
経
由
し
て
ス
エ
ズ

運
河
を
越
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど

を
歴
訪
し
、
各
国
の
王
室
や
首
脳
と
交
遊
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
禍

を
視
察
し
た
。
一
条
実
輝
の
上
表
文
に
「
殿
下
、
大
詔
ヲ
奉
シ
、
躬
ラ
万

里
ノ
波
濤
ヲ
冒
シ
、
刼
余
ノ
山
河
ヲ
歴
訪
シ
、
以
テ
忝
ク
モ
我
カ
蒼
生
ノ

為
ニ
旁
ク
良
謨
ヲ
求
メ
給
ヘ
リ
」
と
あ
り
、「
殿
下
聡
明
日
ニ
躋
リ
、
万

機
ヲ
摂
行
シ
給
フ
コ
ト
、
豊
聡
皇
太
子
、
中
大
兄
皇
太
子
ノ
故
事
ノ
如
キ

ヲ
以
テ　

宗
廟　

社
稷
盤
石
益
々
牢
シ
」
と
あ
る
の
は
そ
う
し
た
事
情
を

反
映
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
そ
の
冒
頭
に
は
、「
伏
シ
テ
惟
ル
ニ
、
欧
洲
大
戦
ヨ
リ
以
来
、

人
心
震
虩
、
未
ダ
則
ア
ル
ニ
至
ラ
ズ
（
中
略
）
是
時
ニ
当
リ
、
仮
若
一
歩
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ヲ
錯
ラ
ム
カ
、
社
稷
ノ
興
衰
、
生
霊
ノ
禍
福
、
将
ニ
此
ニ
由
テ
岐
レ
ン
ト

ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
は
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
〜

一
八
）
を
経
て
、
物
価
の
高
騰
、
農
村
の
崩
壊
、
戦
後
不
況
と
い
っ
た
混

乱
の
最
中
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
国
内
外
の
社
会
情
勢
に
対
処
す
べ
く
、

摂
政
宮
裕
仁
の
政
道
の
参
考
と
な
る
よ
う
献
上
さ
れ
た
の
が
、
中
大
兄
皇

子
が
学
ん
だ
と
い
う
南
淵
請
安
に
ま
つ
わ
る
一
書
で
あ
っ
た
。
一
条
実
輝

は
『
南
淵
書
』
の
出
現
を
「
摩モ
ー
ゼ西
ノ
書
石
室
ニ
出
テ
、
西
教
大
ニ
起
レ
リ
」

と
い
う
一
大
発
見
に
擬
え
、
聖
帝
出
現
を
告
げ
る
「
鳳
鳥
ノ
来
儀
」
の
慶

事
に
あ
た
る
と
し
て
、裕
仁
親
王
の「
大
作
」（
大
い
な
る
御
事
業
）の「
初

年
ヲ
奉
祝
」
す
る
た
め
に
、
本
書
を
捧
呈
す
る
に
至
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
新
出
の
文
献
が
そ
の
よ
う
な
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
信

用
を
得
る
た
め
に
は
、そ
の
由
緒
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
西
偏
東
鄙
各
ゝ
一
本
ヲ
獲
、対
観
合
攷
、稍
ヤ
読
ム
可
キ
ヲ
致
セ
リ
」（
上

表
文
）
と
あ
る
『
南
淵
書
』
の
伝
本
の
う
ち
、
一
本
は
久
留
米
の
権
藤
家

に
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
他
の
一
本
は
奥
州
の
仙
台
に
伝
来
し

て
き
た
も
の
だ
と
い
う
。
仙
台
は
校
訂
に
携
わ
っ
た
小
澤
打
魚
の
生
ま
れ

故
郷
で
あ
る
。権
藤
が
黒
竜
会
の
会
誌
等
の
文
筆
を
担
当
し
て
い
た
時
分
、

奇
し
く
も
同
じ
黒
竜
会
の
文
筆
部
門
を
担
っ
て
い
た
の
が
小
澤
で
あ
っ

た（
（1
（

。『
南
淵
書
』
の
由
緒
を
説
明
す
る
際
、
権
藤
に
と
っ
て
は
、
壬
申
の

乱
の
あ
と
廃
棄
さ
れ
た
と
も
目
さ
れ
て
い
た
南
淵
請
安
由
来
の
書
物
が
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
筑
後
に
伝
わ
っ
た
の
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、

権
藤
へ
の
取
材
を
も
と
に
書
か
れ
た
大
正
十
一
年
七
月
十
二
日
付
『
東
京

朝
日
新
聞
』
の
「
政
道
の
秘
書
を
献
上
す
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
を
み

て
お
き
た
い
。
記
事
に
は
ま
ず
本
書
の
成
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
み
え

る
。

　
　

�

南
淵
書
は
当
時
先
生
が
中
大
兄
皇
子
に
教
へ
た
ノ
ー
ト
の
控
を
先
生

自
ら
写
し
た
の
か
或
は
他
の
者
が
写
し
書
き
し
た
も
の
か
、
未
だ
分

明
し
な
い
が
、
大
化
か
ら
弘
仁
ま
で
二
百
五
十
年
の
間
に
出
来
た
も

の
で
あ
る

　

こ
こ
で
は
請
安
の
著
作
と
み
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
言
を
避
け
て
い

る
。
成
立
の
下
限
を
「
弘
仁
」
と
す
る
の
は
下
巻
の
奥
書
に
基
づ
く
。『
南

淵
書
』
の
跋
文
に
よ
れ
ば
、
壬
申
の
乱
で
大
友
皇
子
に
つ
い
て
斬
罪
に
処

せ
ら
れ
た
右
大
臣
の
中
臣
連
金
が
遺
子
に
伝
え
た
も
の
だ
と
い
う
。
跋
文

は
信
憑
性
に
乏
し
い
こ
と
は
後
述
す
る
が
、
同
年
五
月
二
十
六
日
付
『
万

朝
報
』
の
記
事
は
、
跋
文
の
内
容
を
伝
え
て
「
其
の
南
淵
先
生
の
書
か
れ

た
も
の
が
此
書
で
永
久
に
国
宝
た
る
べ
き
で
あ
る
」
と
伝
え
て
い
る
。
そ

し
て
、
記
事
の
後
半
に
は
伝
来
に
関
す
る
説
明
が
あ
る
。
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�
南
淵
書
は
（
中
略
）、
政
道
家
の
秘
書
と
し
て
享
保
頃
ま
で
尊
重
さ

れ
て
来
た
が
遂
に
徳
川
幕
府
の
た
め
に
こ
は
さ
れ
て
し
ま
つ
た
、
爾

来
私
の
先
祖
達
は
命
懸
け
で
保
存
し
て
き
た
の
で
あ
る
、
私
の
祖
父

延
陵
抔
は
同
書
の
一
部
を
説
い
た
許
り
で
七
年
も
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ

た
、
高
山
彦
九
郎
も
私
の
家
に
同
書
を
調
べ
に
来
て
切
腹
し
た
、
私

は
亡
父
の
遺
言
に
よ
り
此
書
の
考
証
に
九
年
か
ゝ
つ
た
が
、
其
真
実

な
る
確
信
を
得
た
の
で
摂
政
宮
殿
下
に
献
上
し
た
（
中
略
）、
尚
私

の
家
の
外
に
近
頃
仙
台
に
も
一
部
出
た
と
云
ふ
事
だ

　

上
表
文
そ
の
他
に
よ
れ
ば
、
権
藤
は
仙
台
に
あ
っ
た
伝
本
を
入
手
し
て

校
訂
を
行
っ
た
と
し
て
お
り
、
話
に
齟
齬
が
あ
る
。
右
の
記
事
で
は
、「
政

道
家
の
秘
書
」
た
る
『
南
淵
書
』
が
な
ぜ
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
「
こ
は
さ

れ
て
し
ま
つ
た
」
の
か
は
分
か
ら
な
い
し
、
一
七
九
三
年
（
寛
政
五
）
に

久
留
米
で
自
刃
し
た
高
山
彦
九
郎
と
本
書
と
の
関
係
も
不
明
で
あ
る
。
権

藤
家
で
は
こ
の
書
物
を
代
々
守
り
続
け
、
祖
父
の
延
陵
を
経
て
、
亡
父
松

門
の
遺
命
に
よ
り
成
卿
が
考
証
に
着
手
し
た
と
い
う
。
な
お
、
記
事
中
の

省
略
し
た
箇
所
に
は
、元
来
本
書
を
所
持
し
て
い
た
の
は
中
臣
鎌
足
の「
正

系
」
で
あ
っ
た
が
、
一
条
実
輝
の
祖
先
に
あ
た
る
兼
良
の
時
代
に
応
仁
の

兵
火
で
散
逸
し
た
と
い
う
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

権
藤
成
卿
は
「
南
淵
書
が
ど
う
し
て
私
の
家
に
伝
は
つ
た
か（
（1
（

」
に
お
い

て
、本
書
と
権
藤
家
の
接
点
を
関
ヶ
原
の
合
戦
後
の
事
情
に
求
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
権
藤
家
は
本
来
日
向
を
本
貫
と
す
る
一
族
で
あ
っ
た
が
、

一
六
〇
〇
年
（
慶
長
五
）
に
伊
東
氏
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
残
さ
れ
た
者

は
筑
後
の
天
台
宗
蓮
台
院
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
、
蓮

台
座
主
の
も
と
に
匿
わ
れ
て
い
た
の
が
大
中
臣
友
安
で
、
友
安
は
権
藤
宕

山
に
「
制
度
律
令
」
の
学
問
を
伝
授
し
、『
南
淵
書
』
を
与
え
た（
（1
（

。
本
書

の
奥
書
に
あ
る
「
正
二
位
休
嵓
退
叟
大
中
臣
朝
臣
友
忠
」
は
友
安
の
叔
父

で
あ
り
、
宕
山
は
成
卿
の
先
祖
に
あ
た
る
と
い
う
。
な
お
、
慶
長
五
年
、

日
向
で
は
伊
東
祐
兵
の
家
臣
稲
津
重
政
が
宮
崎
城
を
攻
め
、
城
主
権
藤
種

盛
を
討
つ
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。

　
『
南
淵
書
』
の
伝
来
は
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
重
要

な
の
は
、
南
淵
請
安
の
思
想
を
伝
え
る
の
が
『
南
淵
書
』
で
あ
り
、
そ
れ

が
「
制
度
律
令
」
の
継
承
者
た
る
権
藤
家
に
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の

刊
行
と
と
も
に
、
耳
慣
れ
な
い
「
制
度
律
令
」、
あ
る
い
は
「
制
度
学
」

と
い
う
権
藤
家
の
家
学
の
継
承
者
を
自
認
す
る
こ
と
で
、
権
藤
は
家
伝
の

『
南
淵
書
』
を
は
じ
め
て
開
示
で
き
た
の
で
あ
る（
（1
（

。
そ
の
一
方
で
「
南
淵

自
ら
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
、
南
淵
の
教
え
を
受
け
た
人
々
が
祖
述
し
た

も
の
で
あ
る
か
、
或
い
は
い
く
ら
か
時
代
が
下
っ
て
か
ら
、
古
文
献
を
集

め
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
辺
は
ま
だ
研
究
の
余
地
が
あ
る
」
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と
し
、「
諸
家
の
見
る
所
に
ま
か
せ
よ
う
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
よ
う

に（
（1
（

、
彼
は
文
献
史
料
と
し
て
の
価
値
を
客
観
的
に
考
証
す
る
と
い
う
手
法

を
積
極
的
に
と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
権
藤
の
説
明
に
は
撞
着
が
生
じ
る

が
、
そ
れ
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

二
、『
南
淵
書
』
の
内
容
と
偽
書
説

　
『
南
淵
書
』
は
上
・
中
・
下
巻
あ
わ
せ
て
五
十
章
で
構
成
さ
れ
る
。
各

章
の
話
は
、
基
本
的
に
「
皇
子
問
ヒ
曰
ク
」
で
は
じ
ま
る
中
大
兄
皇
子
の

下
問
に
対
し
、「
南
淵
子
答
ヘ
テ
曰
ク
」
と
南
淵
請
安
が
奉
答
す
る
形
式

を
と
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
鋤
園
第
一
は
「
社
稷
ヲ
窺
窬
」
す
る
蘇
我
入
鹿

に
憤
る
中
臣
連
鎌
子
が
中
大
兄
皇
子
と
出
会
い
、
と
も
に
「
周
孔
ノ
教
」

学
ぶ
べ
く
「
黄
巻
」
を
携
え
て
「
南
淵
先
生
」（
南
淵
子
）
を
訪
ね
る
と

こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、全
体
の
序
文
と
し
て
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
。

民
初
第
二
か
ら
が
本
題
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
必
ず
し
も
孔
子
の
教

え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
の
中
で
中
大
兄
皇
子
が
学
ぼ
う
と
し
、

請
安
が
説
い
た
の
は
歴
史
で
あ
る
。
と
く
に
朝
鮮
諸
国
と
の
外
交
史
が
過

半
に
及
ん
で
い
る
。
國
府
種
武
の
整
理
に
基
づ
け
ば（
（1
（

、
民
初
第
二
よ
り
謨

制
第
四
ま
で
は
神
武
天
皇
の
肇
国
、
西
蕃
第
五
よ
り
通
呉
第
三
十
三
ま
で

は
日
韓
関
係
、
有
徳
第
三
十
四
よ
り
興
産
第
三
十
七
ま
で
は
雄
略
天
皇
の

政
治
、
反
掌
第
三
十
八
は
日
韓
関
係
、
遣
僧
第
三
十
九
以
下
は
、
朝
鮮
半

島
の
情
勢
を
説
き
つ
つ
も
、
乙
巳
の
変
の
伏
線
を
な
す
。
十
罪
第
四
十
七

に
は
「
臣
聞
ク
日
中
ス
レ
ハ
必
ス
彗
シ
、
刀
ヲ
操
レ
ハ
必
ス
割
キ
、
斧
ヲ

執
レ
ハ
必
ス
伐
ル
、
公
子
若
シ
討
ヲ
行
ハ
ン
ト
欲
シ
玉
ハ
ヽ
、
古
ノ
人
之

ヲ
行
ヒ
シ
者
ア
リ
、
仲
尼
是
ナ
リ
、
殿
陛
ニ
立
チ
、
三
日
少
正
卯
ヲ
誅
ス
、

其
レ
将
タ
奚
ソ
孤
疑
ヲ
要
セ
ン
ヤ
」
と
あ
っ
て
、
請
安
は
ク
ー
デ
タ
ー
を

肯
定
し
、
人
殺
し
を
も
教
唆
す
る
。
國
府
は
、「
南
淵
の
言
ひ
た
い
の
は

結
局
之
」
で
あ
っ
て
、
他
の
章
に
み
え
る
日
韓
交
渉
の
事
実
穿
鑿
、
人
名

地
名
の
牽
強
付
会
的
考
証
な
ど
「
雑
誌
の
埋
草
的
役
割
」
に
過
ぎ
な
い
と

厳
し
い
。

　

権
藤
が
『
南
淵
書
』
に
込
め
よ
う
と
し
た
思
想
や
歴
史
観
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
権
藤
が
力
説
す

る
本
書
の
歴
史
的
価
値
は
、
第
一
に
そ
れ
が
農
民
の
「
自
治
」
を
基
礎
に

お
い
た
文
献
で
あ
り
、
第
二
に
乙
巳
の
変
後
に
行
わ
れ
た
「
大
化
令
」
が

本
書
に
記
さ
れ
る
請
安
の
教
え
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る（
（1
（

。
前

掲
し
た
新
聞
記
事
「
政
道
の
秘
書
を
献
上
す（
（1
（

」
は
そ
れ
を
分
か
り
や
す
く

示
し
て
い
る
。

　

記
事
に
お
い
て
、
権
藤
は
ま
ず
『
南
淵
書
』
を
「
社
稷
」
を
本
位
と
す

る「
政
道
の
経
典
」と
位
置
付
け
て
い
る
。「
社
稷
」本
位
の
政
道
と
は「
民

本
主
義
」
に
あ
た
る
と
も
述
べ
て
い
る
。「
社
稷
」
は
権
藤
の
思
想
を
理
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解
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
本
来
は
土
地
の
神
、
穀
物
の
神
を
意
味
す

る
言
葉
だ
が
、
権
藤
は
こ
れ
を
「
国
民
の
衣
食
住
」、
あ
る
い
は
「
民
生
」

と
い
う
言
葉
に
置
き
か
え
て
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
人
々
の
自
然
自
治
の

姿
で
あ
り
、
そ
の
上
に
政
治
が
行
わ
れ
る
農
本
自
治
主
義
こ
そ
が
日
本
古

来
の
「
国
体
」
で
あ
っ
た
と
み
る
。「
社
稷
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
国
家

が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
歴
史
観
で

あ
る（
（2
（

。
こ
う
し
た
社
稷
観
は
『
南
淵
書
』
民
初
第
二
に
も
み
え
る
。
す
な

わ
ち
、
南
淵
子
は
「
混
蒙
ノ
世
、
民
自
然
ニ
シ
テ
治
マ
ル
」
と
説
き
、
神

武
天
皇
以
前
に
人
々
の
自
然
自
治
が
あ
っ
た
と
す
る
。

　

記
事
に
は
大
化
改
新
が
請
安
の
「
経
世
の
教
へ
」
を
受
け
て
成
就
し
た

こ
と
、「
大
化
令
」
は
農
民
以
外
の
耕
地
所
有
を
許
さ
な
い
な
ど
国
民
を

基
礎
と
し
た
律
令
で
あ
り
、
大
宝
令
が
官
僚
組
織
の
経
典
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、「
自
治
」を
唱
道
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

権
藤
が
独
特
の
持
論
を
展
開
す
る
「
大
化
令
」
と
は
、
六
四
六
（
大
化
二
）

正
月
の
改
新
詔
、
も
し
く
は
六
六
八
年
（
天
智
天
皇
七
）
の
制
定
が
伝
え

ら
れ
る
内
容
不
明
の
令
二
十
二
巻
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書
は
高
句
麗
・

百
済
・
日
本
の
諸
民
族
が
「
出
雲
民
族
」
を
先
祖
に
持
つ
こ
と
を
伝
え
る

も
の
で
、「
世
界
一
民
」
を
説
く
と
い
う
。
神
話
史
学
・
言
語
学
の
経
典

に
し
て「
羅
馬
法
に
匹
敵
」す
る
価
値
を
有
す
る
と
さ
え
主
張
し
て
い
る
。

　

権
藤
と
『
南
淵
書
』
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
接
点
を
持
っ
た
と
す
れ
ば
、

請
安
が
写
し
取
っ
た
と
い
う
「
永
楽
大
王
ノ
碑
」、
す
な
わ
ち
広
開
土
王

碑
の
全
文
を
載
せ
て
、
考
証
・
註
解
を
付
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う（
（2
（

（
貢
博
第

二
十
四
・
探
筺
第
二
十
五
ほ
か
）。
広
開
土
王
碑
の
拓
本
は
陸
軍
参
謀
本

部
の
酒
匂
景
信
が
一
八
八
三
年
に
入
手
し
、
そ
の
翌
年
は
じ
め
て
日
本
に

も
た
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
、
高
句
麗
が
滅
び
た
の
ち
、
碑
石
が
長
ら
く
土

中
に
埋
も
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
判
読
困
難
な
文
字
も
多
か
っ
た
。
高

句
麗
滅
亡
以
前
の
七
世
紀
前
半
に
請
安
が
将
来
し
た
と
い
う
『
南
淵
書
』

中
の
碑
文
の
写
し
は
、
そ
れ
を
補
完
す
る
史
料
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
に
信
を
お
き
、
そ
の
内
容
を
「
弁
護
」
す
る
碑
文

研
究
も
行
わ
れ
た（
（2
（

。

　

だ
が
、『
南
淵
書
』
偽
書
説
の
発
端
と
な
っ
た
の
も
書
中
に
引
用
さ
れ

た
広
開
土
王
碑
文
で
あ
っ
た
。
同
書
・
貢
博
第
二
十
四
に
お
い
て
請
安
は

次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　

�

臣
昔
摂
政
王
ノ
令
旨
ヲ
奉
シ
テ
西
航
ス
、当
時
慈
師
ニ
法
興
ニ
謁
シ
、

其
永
楽
大
王
ノ
碑
ヲ
説
ク
ヲ
聞
キ
、
路
ヲ
枉
ケ
テ
之
ヲ
高
驪
ノ
旧
都

ニ
訪
ヘ
リ
、
碑
ノ
高
二
丈
、
南
面
聳
立
、
四
周
字
ヲ
刻
ス
、
通
計
壹

千
七
百
五
十
九
字
、
往
々
苔
蝕
シ
テ
読
ミ
難
キ
者
ア
リ
、
古
樸
撫
ス

可
シ
、
臣
其
下
ニ
低
徊
シ
、
細
ニ
其
文
ヲ
抄
写
シ
、
其
意
ヲ
翫
ヒ
、

乃
チ
知
ル
永
楽
大
王
ノ
初
メ
、
高
驪
未
タ
我
ト
和
セ
ス
、
居
然
ト
シ
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テ
相
持
シ
、
我
一
大
頸
敵
タ
リ
シ
コ
ト
ヲ

　

高
句
麗
僧
の
慈
師
（
恵
慈
）
か
ら
「
永
楽
大
王
ノ
碑
」
の
話
を
聞
い
た

請
安
は
、
遣
隋
使
と
し
て
渡
航
し
た
際
、
わ
ざ
わ
ざ
高
句
麗
の
旧
都
を
訪

れ
て
、
高
さ
二
丈
、
六
メ
ー
ト
ル
も
達
す
る
碑
石
を
見
上
げ
な
が
ら
、
四

面
に
刻
ま
れ
た
一
七
五
九
字
を
写
し
取
っ
た
と
い
う
。
探
筺
第
二
十
五
で

は
、
私
蔵
の
「
古
碑
ノ
文
」
を
筺
よ
り
取
り
出
し
、
全
文
を
中
大
兄
皇
子

に
説
き
示
し
て
い
る
。

　

問
題
は
、
東
京
帝
国
大
学
の
国
史
学
科
生
が
黒
板
勝
美
に
対
し
て
、
同

書
中
の
広
開
土
王
碑
文
の
信
憑
性
に
つ
い
て
質
問
し
た
こ
と
に
は
じ
ま

る
。『
東
京
日
日
新
聞
』
は
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
二
月
十
一
日
付
で
『
南

淵
書
』
の
偽
書
疑
惑
を
報
じ
、
翌
日
、「
信
用
は
出
来
ぬ
」
と
い
う
見
出

し
で
黒
板
の
談
話
を
載
せ
た
。
黒
板
は
、
請
安
が
鴨
緑
江
上
流
の
輯
安
県

に
あ
っ
た
高
句
麗
の
都
を
訪
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の
交
通
路
そ
の
他
か
ら

考
え
て
到
底
あ
り
え
な
い
、
奥
書
の
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
と
請
安
の

時
代
は
一
千
年
の
隔
た
り
が
あ
り
、
書
中
の
碑
文
は
現
代
の
学
界
に
お
い

て
は
十
分
信
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
記
事
は
『
南
淵
書
』
に

つ
い
て
、「
君
民
共
治
を
高
調
し
て
ゐ
る
も
の
で
権
藤
成
卿
氏
に
よ
れ
ば

我
が
国
古
来
の
政
治
の
根
本
は
こ
の
点
に
あ
る
と
い
は
れ
る
も
の
で
あ

る
」
と
補
足
す
る
。
社
会
を
震
撼
さ
せ
た
前
年
の
血
盟
団
事
件
、
五
・

一
五
事
件
へ
の
関
与
を
疑
わ
れ
た
権
藤
の
、
思
想
の
根
幹
に
『
南
淵
書
』

は
存
在
す
る
。
偽
書
説
が
文
献
の
信
憑
性
を
論
う
だ
け
の
問
題
で
は
な

か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
議
論
は
『
歴
史
公
論
』
の
誌
上
に
移
さ
れ
た（
（2
（

。
同
誌
は
同
じ

年
の
四
月
刊
行
の
誌
面
（
第
二
編
第
四
号
）
に
権
藤
成
卿
へ
の
取
材
を
も

と
に
し
た
「
南
淵
書
が
ど
う
し
て
私
の
家
に
伝
は
つ
た
か
」
を
掲
載
し
、

翌
月
号
の
誌
面
（
第
二
編
第
五
号
）
で
特
集
「
問
題
の
南
淵
書
批
判
」
を

組
み
、
松
岡
静
雄
「
南
淵
書
に
関
す
る
管
見
」、
竹
内
栄
喜
「
好
太
王
碑

と
南
淵
書
」、
中
島
利
一
郎
「
南
淵
書
は
偽
書
也
」
の
三
つ
の
論
文
を
掲

載
し
た
。

　

そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
第
一
に
広
開
土
王
碑
文
の
総
字
数
の
誤
り

で
あ
る
。『
南
淵
書
』は
碑
文
の
総
字
数
を
一
七
五
九
字
と
す
る
。し
か
も
、

そ
の
註
解
に
は
「
按
高
句
麗
古
碑
、
世
亦
伝
其
模
本
。
然
欠
字
極
多
、
幾

不
可
読
。
此
書
不
缼
一
字
、
可
謂
希
世
珍
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

総
字
数
は
、
酒
匂
景
信
に
よ
っ
て
初
め
て
日
本
に
将
来
さ
れ
た
碑
文
拓
本

の
調
査
結
果
に
符
合
す
る
。
そ
の
後
、
菅
政
友
は
「
高
麗
好
太
王
碑
銘
考
」

に
お
い
て
一
七
六
三
字
と
数
え
て
い
る
が
大
き
な
差
は
な
い
。と
こ
ろ
が
、

一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
に
黒
板
勝
美
も
参
加
し
て
行
っ
た
朝
鮮
総
督
府

古
蹟
調
査
委
員
の
原
碑
調
査
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
碑
石
第
三
面
第
一
行
と

考
え
ら
れ
て
い
た
行
の
前
に
、
さ
ら
に
一
行
、
四
十
一
字
が
存
在
す
る
こ
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と
が
判
明
す
る
。
十
三
行
と
さ
れ
て
い
た
第
三
面
の
行
数
も
実
は
十
四
行

で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
碑
文
全
体
の
検
証
に
よ
り
総
字
数
は

一
八
〇
二
字
に
達
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た（
（2
（

。『
南
淵
書
』
の

碑
文
は
「
一
字
ヲ
欠
カ
ス
」
と
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
第
三
面
の
一
行

四
十
一
字
を
完
全
に
欠
き
、
し
か
も
研
究
が
不
十
分
で
あ
っ
た
明
治
期
の

水
準
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
公
算
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
竹
内
栄
喜
は
自
身
の
調
査
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
高
さ
二
丈
の
陵

碑
に
「
漢
隷
奇
古
」
の
字
体
で
刻
ま
れ
た
全
文
を
抄
録
す
る
の
は
絶
対
不

可
能
で
あ
る
と
し
、
あ
わ
せ
て
『
南
淵
書
』
の
著
者
が
日
本
的
な
見
地
か

ら
欠
字
を
補
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
葛

城
末
治
も
「
現
存
す
る
碑
文
の
文
字
で
明
瞭
な
も
の
、
他
に
推
論
を
挟
む

余
地
の
な
い
文
字
ま
で
も
別
字
を
宛
て
て
い
る
も
の
が
、
十
余
字
あ
る
」

と
し
て
い
る（
（2
（

。
つ
ま
り
、
請
安
が
写
し
取
っ
た
碑
文
に
は
改
ざ
ん
の
痕
跡

が
あ
る
。
中
塚
明
が
そ
の
好
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は（
（2
（

、
第
三
面
第
四
行
目

か
ら
第
六
行
目
に
か
か
る
永
楽
十
七
年
（
四
〇
七
）
条
で
あ
る
。

　
　

�

十
七
年
丁
未
、
歩
騎
五
万
ヲ
遣
ハ
シ
倭
ヲ
掃
尽
セ
シ
ム
、
倭
還
タ
平

穣
ヲ
侵
ス
、
王
師
之
ト
戦
ヲ
合
ス
、
斬
殺
盪
尽
、
穫
ル
所
ノ
鎧
鉀

一
万
余
領
、
軍
資
器
械
稱
テ
数
フ
可
カ
ラ
ス
、
還
タ
沙
溝
城
婁
城
ヲ

破
ル
、
王
倭
ノ
屈
セ
サ
ル
ヲ
知
リ
、
遂
ニ
和
ヲ
議
シ
師
ヲ
引
テ
城
ニ

還
ル
（
探
筺
第
二
十
五
よ
り
）

　

最
後
の
一
節
は
、
本
文
に
「
還
破
沙
溝
城
婁
城
、
王
知
倭
不
屈
、
遂
議

和
引
師
旋
城
」
と
あ
る
。
だ
が
、
碑
文
拓
本
を
見
て
も
「
王
」
以
下
の
文

字
は
ほ
と
ん
ど
判
読
で
き
な
い
。『
南
淵
書
』は
そ
こ
に
文
字
を
当
て
込
み
、

「
広
開
土
王
は
倭
が
降
服
し
な
い
こ
と
を
知
り
、
和
議
を
申
し
入
れ
て
兵

を
引
い
た
」
と
い
う
内
容
に
仕
立
て
た
。
権
藤
は
こ
れ
に
「
按
ス
ル
ニ
此

一
節
、
我
国
史
上
重
大
ナ
ル
関
係
ア
リ
」
と
注
記
し
て
い
る
。
碑
文
中
の

倭
軍
は
広
開
土
王
の
親
征
の
前
に
敗
滅
・
敗
走
す
る
存
在
と
し
て
登
場
す

る
か
ら
、
右
の
よ
う
に
刻
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
高
句
麗
と

の
関
係
に
お
い
て
大
き
な
出
来
事
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

拓
本
研
究
に
接
し
て
み
な
け
れ
ば
、
改
ざ
ん
の
有
無
や
意
図
は
分
か
ら
な

い
。
言
語
学
者
の
松
岡
静
男
に
あ
っ
て
は
『
南
淵
書
』
を
古
代
の
書
物
と

み
な
し
、
捏
造
さ
れ
た
四
〇
七
年
の
出
来
事
を
「
此
は
日
韓
両
国
の
史
書

に
漏
れ
て
居
る
が
、
一
大
重
要
な
る
史
実
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
評
価

し
て
い
る（
（2
（

。

　

第
二
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
跋
文
・
奥
書
の
誤
り
で
あ
る
。
松
岡
静
雄

は
奥
書
に「
弘
仁
六
年
八
月
下
浣　

従
五
位
下
丹
後
守
大
中
臣
朝
臣
弟
守
」

「
寛
文
五
年
乙
巳
冬　

正
二
位
休
嵓
退
叟
大
中
臣
朝
臣
友
忠
写
畢
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
書
が
九
世
紀
初
頭
、
弘
仁
年
間
ま
で
に
編
纂
さ
れ
た
と
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推
定
し
た
。
大
同
・
弘
仁
年
間
に
成
立
し
た
『
古
語
拾
遺
』
や
『
先
代
旧

事
本
紀
』と
同
じ
く
、「
記
紀
に
も
れ
た
旧
記
が
遺
失
す
る
こ
と
を
惜
し
ん
」

で
編
纂
さ
れ
た
一
書
で
あ
り
、
書
中
に
『
日
本
書
紀
』
か
ら
の
引
用
や
『
古

語
拾
遺
』・『
新
撰
姓
氏
録
』
を
素
材
と
し
た
内
容
が
認
め
ら
れ
る
の
も
そ

の
た
め
で
あ
ろ
う
と
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
宮
内
省
編
輯
局
に
在
職
し
て
い
た
中
島
利
一
郎
は
、

内
容
的
・
形
式
的
に
天
智
天
皇
時
代
の
書
物
で
は
な
い
と
判
断
し
た（
（2
（

。
中

島
は
明
の
徐
師
曽
撰
『
文
体
明
弁
』
を
引
用
し
て
、
大
中
臣
朝
臣
善
守
が

跋
文
を
書
い
た
時
代
、
中
国
に
は
ま
だ
跋
文
が
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。
さ
ら
に
、『
日
本
後
紀
』
巻
二
十
四
・
弘
仁
六
年
八
月
戊
申
条
に
、「
従

五
位
下
大
中
臣
朝
臣
弟
守
」
の
丹
後
守
任
命
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
善

守
」
と
あ
る
べ
き
は
「
弟
守
」
の
誤
り
で
あ
る
と
し
、
写
本
を
作
成
し
た

「
正
二
位
」の「
大
中
臣
朝
臣
友
忠
」に
つ
い
て
も
、「
大
中
臣
氏
系
図
」（『
諸

家
知
譜
拙
記
』
五
）
に
名
前
が
み
え
る
も
の
の
、
神
祇
大
副
と
な
っ
た
の

ち
、
一
六
五
三
年
（
承
応
二
）
に
後
光
明
天
皇
の
勅
に
よ
っ
て
流
罪
と
な

り
、
従
四
位
下
の
ま
ま
一
六
六
八
年
（
寛
文
八
）
正
月
に
卒
し
て
お
り
、

奥
書
の
官
位
は
こ
れ
に
一
致
し
な
い
と
し
て
、
写
本
は
書
誌
学
的
に
信
用

に
値
し
な
い
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
書
中
の
語
句
や
引
用
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
た
。國
府
種
武「
書

物
の
敵
」
は（
（2
（

、
中
国
に
長
く
留
学
し
た
請
安
が
同
地
で
学
ん
だ
学
術
・
経

論
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
な
い
と
し
つ
つ
、
使
用
さ
れ
る
語
彙
に
「
演
伎
」

（
大
業
第
三
）・「
事
大
」（
虎
視
第
二
十
八
）・「
英
雄
」（
議
和
第
三
十
）・「
明

党
」（
七
賊
第
三
十
五
）・「
抜
一
頭
地
」（
興
産
第
三
十
七
）・「
箭
過
高
驪

也
」（
反
掌
第
三
十
八
）・「
任
侠
」（
同
上
）・「
総
計
」（
剏
於
第

四
十
三
）・「
青
天
白
日
下
」（
篤
敬
第
四
十
四
）
な
ど
、
後
世
の
典
籍
か

ら
の
引
用
や
も
し
く
は
後
世
に
な
っ
て
初
め
て
使
用
さ
れ
た
言
葉
が
あ
る

こ
と
、
ま
た
偽
書
と
目
さ
れ
る
典
籍
の
引
用
、「
此
故
」
な
ど
漢
文
で
は

使
用
さ
れ
な
い
用
句
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

権
藤
成
卿
自
身
、「
た
ゞ
幾
重
に
も
了
解
し
て
頂
き
度
い
の
は
歴
代
の

伝
写
本
が
両
度
の
洪
水
の
為
に
水
に
浸
り
、
扁
だ
け
あ
つ
て
旁
は
な
い
と

か
、
注
か
本
文
か
わ
か
ら
ん
と
か
そ
れ
等
の
事
は
ど
う
も
多
少
の
間
違
が

な
い
と
も
か
ぎ
ら
ん（
（3
（

」、「
千
数
百
年
間
伝
写
を
重
ね
た
る
本
書
は
誤
謬
錯

訛
甚
し
く
其
上
蠧
食
敗
爛
の
箇
所
も
あ
り
且
つ
支
那
朝
鮮
の
史
書
に
参
較

せ
ね
ば
解
釈
さ
れ
ぬ
処
も
多
く（
（3
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
南
淵
書
』

が
か
り
に
権
藤
家
相
伝
の
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
権
藤
や
小
澤
打
魚
が

そ
こ
に
大
幅
に
手
を
加
え
た
こ
と
は
言
う
に
及
ば
な
い
。
偽
書
説
に
よ
っ

て
判
明
し
た
本
書
の
綻
び
は
、
彼
ら
の
校
注
作
業
が
実
は
「
史
書
」
を
新

し
く
創
作
し
て
い
く
過
程
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と（
（3
（

、
し
か
も
そ
れ
が
史

資
料
に
対
す
る
杜
撰
な
考
証
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
。
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三
、『
南
淵
書
』
と
朝
鮮

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
南
淵
書
』
は
多
く
を
朝
鮮
と
日
本
の
歴
史

的
関
係
に
割
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
権
藤
な
り
の
東
ア
ジ
ア
史
論
と

み
て
よ
い
。
た
だ
そ
こ
に
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
例
え
ば
、
釈
文
第

二
十
六
は
「
永
楽
大
王
ノ
碑
」
の
文
意
を
中
大
兄
皇
子
に
説
く
。

　
　

�

首
メ
ハ
高
驪
王
統
ノ
出
ツ
ル
所
ヲ
叙
セ
シ
ナ
リ
、
始
祖
鄒
牟
王
、
一

ニ
仲
牟
ニ
作
リ
、
又
タ
朱
蒙
ニ
作
リ
、
東
明
ニ
作
リ
、
漢
人
或
ハ
夷

明
ニ
作
リ
、
我
都
慕
ニ
作
ル
、
臣
謂
ラ
ク
皆
出
雲
ノ
転
訛
ナ
リ
、
素

王
出
雲
ヨ
リ
此
地
ニ
降
ル
、
故
ニ
其
地
ノ
王
者
名
号
襲
ヒ
此
稱
ア
ル

ナ
リ

　

碑
文
に
あ
る
高
句
麗
の
始
祖
「
鄒
牟
王
」
は
、
別
に
朱
蒙
・
東
明
王
の

名
が
あ
り
、
ま
た
「
都
慕
」　

と
も
記
さ
れ
る
。
南
淵
子
は
こ
れ
を
「
出
雲
」

の
転
訛
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
素
王
」（
素
戔
嗚
尊
）
が
出
雲
よ
り
高
句
麗

の
地
に
降
り
立
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。

　

南
淵
請
安
が
留
学
し
た
中
国
よ
り
も
朝
鮮
の
歴
史
を
説
く
の
は
、
唐
か

ら
帰
国
す
る
際
、
百
済
・
新
羅
を
経
由
し
て
「
彼
ノ
国
情
」
を
見
聞
し
た

こ
と
に
よ
る
。
請
安
は
そ
の
よ
う
に
仮
構
さ
れ
て
、
中
大
兄
皇
子
の
下
問

に
答
え
て
い
る
。朝
鮮
関
係
の
叙
述
は
、三
韓
と
倭
の
交
渉
の
は
じ
ま
り
、

三
韓
の
勃
興
、
粛
慎
と
三
韓
の
関
係
、
天
日
槍
の
到
来
、
任
那
官
家
、
神

功
皇
后
の
親
征
、
高
句
麗
の
朝
貢
、
永
楽
大
王
の
碑
文
、
三
韓
に
お
け
る

仏
法
の
伝
来
な
ど
多
岐
に
及
び
、
そ
の
な
か
に
は
、
十
三
世
紀
末
、
高
麗

時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
三
国
遺
事
』
に
初
見
す
る
檀
君
神
話
に
関
す
る
記

述
も
含
ま
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
こ
に
は
権
藤
ら
の
朝
鮮
認
識
の
反
映
と
み
る
べ
き
、
侮
蔑

に
満
ち
た
内
容
も
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
西
蕃
第
五
に
は
、
中
大
兄
皇
子

が
「
往
昔
三
韓
ハ
我
西
蕃
ナ
リ
、
今
ニ
畔
服
常
ナ
ラ
ス
ト
雖
モ
、
其
形
勢

我
ト
輔
車
唇
歯
ヲ
成
シ
、
前
王
ヨ
リ
㠯
来
心
ヲ
労
シ
玉
フ
所
ナ
リ
」
と
し

て
意
見
を
求
め
た
の
に
対
し
、
南
淵
子
は
、

　
　

�

臣
カ
愚
見
ヲ
以
テ
ス
レ
ハ
、
三
韓
ノ
君
民
、
驕
リ
易
ク
怨
ミ
易
ク
、

又
利
ヲ
好
ミ
詐
謀
多
シ
、
蓋
シ
其
国
、
古
ヨ
リ
種
姓
雑
居
、
文
ア
リ

野
ア
リ
、
統
属
一
ナ
ラ
ス
、
故
ヲ
以
テ
部
属
相
嫉
悪
シ
、
親
疎
踈
相

攻
奪
シ
、
利
ヲ
見
テ
合
シ
害
ヲ
虞
リ
テ
離
ル
、
習
性
馴
致
ス
ル
所
、

詭
譎
自
ラ
賢
ト
シ
、厚
顔
無
恥
、一
朝
一
夕
ノ
故
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
、

是
ヲ
以
テ
恩
ヲ
用
フ
レ
ハ
則
チ
狃
レ
、
威
ヲ
用
フ
レ
ハ
則
チ
懟
ム
、

其
我
ニ
懾
服
ス
ル
所
以
ノ
者
ハ
、
先
皇
ノ
威
霊
未
タ
キ
サ
ル
ニ
之
レ
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由
ル
而
已

と
答
え
る
。
朝
鮮
諸
族
が
統
一
を
み
な
か
っ
た
理
由
を
人
々
の
性
質
に
求

め
る
。
護
国
第
十
一
は
、
新
羅
の
王
子
で
あ
っ
た
天
日
槍
を
話
題
と
す
る

が
、
中
大
兄
皇
子
が
下
問
に
際
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　

�

韓
人
我
ト
本
ヲ
同
シ
ウ
ス
、
唯
タ
其
地
一
衣
帯
水
ノ
外
ニ
在
ル
ヲ
以

テ
、
我
ハ
常
ニ
彼
ヲ
侮
蔑
シ
、
彼
亦
タ
常
ニ
我
を
嫌
猜
ス
、
両
情
和

セ
ス
睥
睨
相
ヒ
視
、
動
モ
ス
レ
バ
則
チ
疎
隔
ヲ
生
ス

　

ま
た
、
反
掌
三
十
八
は
、
永
楽
大
王
の
治
下
に
和
議
を
交
わ
し
た
は
ず

の
高
句
麗
が
、
雄
略
天
皇
の
時
代
に
な
っ
て
大
軍
を
発
し
て
百
済
を
攻
め

た
理
由
を
尋
ね
た
皇
子
に
対
し
、南
淵
子
が「
三
韓
諸
邦
盟
ニ
背
ク
コ
ト
、

掌
ヲ
反
ス
カ
如
キ
ハ
、
独
リ
高
驪
ヲ
爾
リ
ト
為
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」

と
し
て
、
五
世
紀
代
の
高
句
麗
・
百
済
と
の
関
係
史
を
説
き
、「
之
ヲ
総

フ
ル
ニ
、
我
ハ
三
韓
ヲ
待
ツ
ニ
常
ニ
仁
ト
侠
ト
ヲ
用
ヒ
、
三
韓
我
ヲ
待
ツ

ニ
偏
ニ
権
ト
詐
ト
ヲ
弄
セ
リ
」
と
話
を
閉
じ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
権
」
と

「
詐
」
は
人
を
欺
き
騙
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

権
藤
成
卿
が
朝
鮮
と
も
深
い
関
わ
り
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

す
で
に
滝
沢
誠
の
研
究
に
明
ら
か
で
あ
る（
（3
（

。
滝
沢
に
よ
れ
ば
、
彼
は

一
八
九
〇
年
代
、
旧
友
の
武
田
範
之
が
李
周
会
ら
と
計
画
し
た
金
鰲
島
共

同
漁
業
事
業
に
出
資
し
て
家
産
を
失
い
、
閔
妃
殺
害
事
件
（
一
八
九
五
年
）

に
関
与
し
た
武
田
の
依
頼
で
共
謀
者
の
千
葉
子
諒
の
身
柄
を
預
か
る
な
ど

し
て
い
る
。
東
京
に
活
動
拠
点
を
移
し
て
黒
龍
会
に
参
加
す
る
と
、
東
学

勢
力
を
母
体
と
す
る
韓
国
の
一
進
会
と
手
を
組
み
、
日
韓
両
国
対
等
の
合

併
を
標
榜
す
る
日
韓
合
邦
運
動
に
携
わ
っ
た
。

　

右
の
運
動
と
の
関
わ
り
か
ら
朝
鮮
に
渡
航
し
、
朝
鮮
統
監
府
に
も
出
入

り
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
）
四
月
に
は
京
城

南
山
の
老
人
亭
で
、
任
命
間
も
な
い
初
代
統
監
伊
藤
博
文
を
交
え
て
開
か

れ
た
朝
鮮
の
両
班
と
の
交
遊
会
に
臨
席
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
東
京
に
戻

り
、
合
法
運
動
の
論
策
面
を
担
っ
た
と
い
う
。
一
九
〇
七
年
六
月
の
オ
ラ

ン
ダ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
平
和
会
議
に
大
韓
帝
国
皇
帝
の
高
宗
が
密
使

を
派
遣
し
て
、
第
二
次
日
韓
協
約
廃
棄
の
付
議
を
求
め
た
ハ
ー
グ
密
使
事

件
に
際
し
て
、
一
進
会
は
日
本
勢
力
に
よ
る
高
宗
引
き
下
ろ
し
工
作
に
関

す
る
上
表
文
「
隆
凞
改
元
之
封
事
」
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
上
表
文
は

権
藤
の
執
筆
に
な
る
と
い
う
。
権
藤
は
一
進
会
の
東
学
千
年
王
国
の
建
設

構
想
に
も
関
与
し
た
。
構
想
は
合
邦
後
、
朝
鮮
民
族
が
間
島
を
中
心
と
し

た
満
州
地
方
に
進
出
し
て
、（
権
藤
の
い
う
）
社
稷
中
心
の
農
業
国
家
を

夢
見
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
韓
国
併
合
と
と
も
に
同
会
は
解
散
と
な
り
、
日
韓
合
邦
運
動
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も
挫
折
、
黒
龍
会
を
率
い
る
内
田
良
平
と
も
関
係
を
絶
っ
た
。
権
藤
の
実

弟
四
郎
介
は
、
併
合
直
後
よ
り
李
王
職
に
勤
務
し
、
退
職
後
も
朝
鮮
新
聞

の
副
社
長
と
し
て
京
城
で
暮
ら
し
、『
李
王
宮
秘
史
』（
一
九
二
六
年
）・『
朝

鮮
閑
題
』（
一
九
三
二
年
）
を
出
版
し
て
お
り
、
権
藤
は
彼
を
介
し
て
そ

の
後
も
朝
鮮
と
の
関
わ
り
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
滝
沢
は
い
う
。

　

権
藤
に
よ
れ
ば
、
父
の
遺
命
に
よ
り
『
南
淵
書
』
の
〝
校
注
〟
に
着
手

し
た
の
は
刊
行
の
九
年
前
だ
と
い
う
。
彼
が
東
京
に
移
り
住
み
、
黒
龍
会

に
参
加
し
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
韓
合
邦
運
動
へ
の
参

画
に
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
。
権
藤
は
黒
龍
会
本
部
に
隣
居

し
て
、
一
進
会
会
長
の
李
容
九
ら
朝
鮮
・
中
国
か
ら
の
客
人
と
も
交
流
が

あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。『
南
淵
書
』
に
朝
鮮
へ
の
大
い
な
る
関
心
を

看
取
で
き
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
朝

鮮
へ
の
蔑
視
感
も
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
滝
沢
は
、
権
藤
に
は
「
被
併
合
民
族
た
る
朝
鮮
民
族
に
対
す

る
贖
罪
意
識
」
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る（
（3
（

。
だ
が
、
彼
が
思
想
の
拠
り
所

と
し
た
『
南
淵
書
』
を
見
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
識
を
す
く
い
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　

む
す
び

　

一
九
三
三
年
一
月
、
権
藤
成
卿
は
久
留
米
に
帰
郷
し
、
家
伝
の
『
南
淵

書
』
を
献
上
し
た
こ
と
を
一
族
の
墓
前
に
報
告
し
な
が
ら
落
涙
し
た
。
滝

沢
は
そ
の
時
に
賦
さ
れ
た
一
篇
の
漢
詩
を
紹
介
し
な
が
ら
、
同
書
の
刊
行

は
自
身
の
思
想
を
表
明
す
る
た
め
と
は
い
え
、「
伝
統
あ
る
権
藤
家
の
家

系
を
ふ
み
に
じ
り
、
先
祖
の
霊
を
あ
ざ
む
く
行
為
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
て

い
る（
（3
（

。
偽
書
疑
惑
が
浮
上
す
る
な
か
、
同
年
四
月
十
七
日
付
の
『
読
売
新

聞
』
に
「『
南
淵
書
』
裁
断
」
と
い
う
見
出
し
の
小
さ
い
記
事
が
載
っ
た
。

記
事
は
「
官
学
派
に
と
つ
て
は
偽
書
と
さ
れ
る
に
拘
ら
ず
、
一
条
公
な
ど

は
今
上
陛
下
東
宮
に
お
は
す
時
台
覧
を
お
す
ゝ
す
め
し
た
程
の
問
題
の
古

典
」
に
つ
い
て
、
版
元
の
大
地
社
が
残
本
す
べ
て
を
裁
断
し
、
絶
版
す
る

こ
と
を
決
定
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
た
だ
、
学
術
的
な
価
値
は
ど
う
で
あ

れ
、
本
書
の
受
容
は
あ
っ
た
。
一
九
三
七
年
、
岡
山
に
お
い
て
は
県
警
警

察
部
保
安
課
長
の
秋
吉
敏
郎
が
茨
城
の
愛
郷
塾
か
ら
本
書
を
入
手
し
、

一
〇
〇
〇
部
を
超
え
る
和
訳
版
が
県
警
を
中
心
に
配
布
さ
れ
て
い
る
よ
う

に（
（3
（

、
そ
の
後
も
農
本
主
義
者
や
国
家
改
造
を
構
想
す
る
人
々
に
読
み
継
が

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

権
藤
は
そ
の
思
想
の
在
処
を
歴
史
に
求
め
な
が
ら
、
そ
の
著
作
活
動
を
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展
開
し
た
。
と
り
わ
け
南
淵
請
安
に
仮
託
し
て
作
り
出
し
た
偽
書
を
そ
の

拠
り
所
と
し
た
。『
日
本
書
紀
』
に
わ
ず
か
な
記
録
し
か
な
い
請
安
を
、

大
胆
に
も
大
化
改
新
を
推
進
し
て
日
本
に
農
本
自
治
を
も
た
ら
し
た
中
大

兄
皇
子
の
先
生
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、
自
身
の
古
代
史
認
識
と

と
も
に
、
独
自
の
社
稷
観
念
に
基
づ
く
国
家
観
、
さ
ら
に
は
自
身
の
経
験

に
根
ざ
し
た
朝
鮮
観
を
も
っ
て
、
古
代
に
お
け
る
日
本
と
朝
鮮
の
来
し
方

を
も
請
安
に
語
ら
せ
た
。
そ
れ
が
『
南
淵
書
』
で
あ
っ
た
。

注（1
）�

一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
）
十
一
月
十
日
付
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
。

（
2
）�

一
九
二
二
年
十
一
月
十
八
日
付
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
「
新
刊
紹
介
」。

（
3
）�

滝
沢
誠
『
権
藤
成
卿
覚
え
書
』（
滝
沢
清
司
発
行
、
一
九
六
八
年
）
九
七
頁
よ
り

引
用
。

（
4
）�

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
）
七
月
十
日
付
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
。

（
5
）�

丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
）。

（
6
）�

滝
沢
誠
『
権
藤
成
卿
覚
え
書
』（
滝
沢
清
司
発
行
、
一
九
六
八
年
）、
同
『
権
藤
成

卿
』（
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
一
年
）、
同
『
権
藤
成
卿　

そ
の
人
と
思
想
』（
ぺ

り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

（
7
）�

河
野
有
理
「『
社
稷
』
の
日
本
史　

権
藤
成
卿
と<

偽
史>

の
政
治
学
」（『
偽
史
の

政
治
学 

新
日
本
政
治
思
想
史
』
第
六
章
、
白
水
社
、
二
〇
一
六
年
）。

（
8
）�

戸
坂
潤
『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』（
一
九
三
五
年
、
白
揚
社
）。

（
9
）�

以
下
本
稿
で
は
、
権
藤
成
卿
校
注
『
訓
訳
南
淵
書
』（
一
九
三
二
年
、
大
地
社
）

に
拠
っ
て
『
南
淵
書
』
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
て
い
る
。

（
10
）�

辰
巳
正
明
「
遣
唐
使
と
近
代
日
本
の
漢
学
復
興　

南
淵
請
安
の
顕
彰
碑
を
と
お
し

て
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
第
四
号
、
一
九
九
九
年
）。

（
11
）�『
権
藤
成
卿
著
作
集
』
第
三
巻
（
黒
色
戦
線
社
、
一
九
三
二
年
）
所
収
。

（
12
）�

滝
沢
誠
『
権
藤
成
卿
』（
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
一
年
）。

（
13
）�『
歴
史
公
論
』
第
二
編
第
四
号
（
一
九
三
三
年
四
月
）
所
収
。

（
14
）�

権
藤
家
へ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、『
君
民
共
治
論
』
第
四
章
に
も
「
幸
い
に
も
南

淵
書
三
巻
が
制
度
家
の
秘
籍
と
し
て
大
中
臣
家
に
伝
へ
ら
れ
元
禄
中
同
家
の
家
艱

に
依
り
庶
長
子
の
友
安
と
云
ふ
人
の
筑
後
の
蓮
台
僧
正
の
下
に
隠
れ
、
帰
雲
翁
と

称
し
制
度
律
令
の
学
問
を
権
藤
宕
山
に
伝
へ
南
淵
書
を
授
与
し
た
」
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。
成
卿
に
よ
れ
ば
、
そ
の
原
テ
キ
ス
ト
は
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
）
九

月
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
の
時
に
逸
失
し
た
と
い
う
。

（
15
）�

河
野
前
掲
注
７
論
文
に
よ
る
。

（
16
）�

権
藤
成
卿
「
南
淵
書
が
ど
う
し
て
私
の
家
に
伝
は
つ
た
か
」（『
歴
史
公
論
』
第
二

編
第
四
号
、
一
九
三
三
年
四
月
）。

（
17
）�

國
府
種
武
「
書
物
の
敵
」（
台
湾
愛
書
会
編
『
愛
書
』
第
五
輯
、
一
九
三
六
年
）。

（
18
）�

権
藤
成
卿
前
掲
注
15
論
文
参
照
。

（
19
）�

一
九
二
二
年
七
月
十
二
日
付
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
。

（
20
）�

渡
辺
京
二
「
権
藤
成
卿
に
お
け
る
社
稷
と
国
家
」
小
川
哲
生
編
『
渡
辺
京
二
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
所
収
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
権
藤
自

身
は
『
日
本
農
政
史
談
』（
純
真
社
、
一
九
三
一
年
）
の
な
か
で
「
日
本
に
は
上

古
よ
り
嘗
て
国
家
な
ど
云
ふ
観
念
は
少
し
も
な
く
、
百
姓
を
本
と
し
た
農
民
共
治

の
組
織
が
、
我
国
古
来
よ
り
の
国
体
で
あ
り
、
制
度
で
も
あ
つ
た
」
と
述
べ
て
い

る
（
渡
辺
論
文
よ
り
再
引
用
）。

（
21
）�
大
地
社
版
『
訓
訳
南
淵
書
』（
一
九
三
二
年
刊
）
は
、
集
安
に
現
存
す
る
同
碑
の

挿
絵
と
と
も
に
、
四
枚
の
拓
本
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
22
）�

島
田
好
「
高
勾
麗
好
太
王
碑
考
」
上
・
中
・
下
（『
満
蒙
』
一
一
―
一
一
、一
九
三
〇
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年
十
一
月
、一
二
―
二
、一
九
三
一
年
二
月
、一
二
―
六
、同
年
六
月
、一
二
―
七
、

同
年
七
月
）。島
田
の
研
究
に
つ
い
て
は
、佐
伯
有
清『
研
究
史 

広
開
土
王
碑
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

（
23
）�

一
九
三
〇
年
代
の『
南
淵
書
』偽
書
説
に
つ
い
て
は
滝
沢
誠『
権
藤
成
卿
覚
え
書
』・

『
権
藤
成
卿
』（
注
６
参
看
）、
河
野
有
理
注
７
論
文
、
佐
伯
有
清
注
22
書
な
ど
に

詳
し
い
。

（
24
）�

竹
内
栄
喜
「
好
太
王
碑
と
南
淵
書
」（『
歴
史
公
論
』
第
二
編
第
五
号
、
一
九
三
三

年
）。

（
25
）�

葛
城
末
治「
好
太
王
陵
碑
と
南
淵
書
に
つ
い
て
」（『
朝
鮮
金
石
攷
』国
書
刊
行
会
、

一
九
七
四
年
、
一
九
三
五
年
初
出
）。

（
26
）�

中
塚
明
「
近
代
日
本
史
学
史
に
お
け
る
朝
鮮
問
題
―
と
く
に
「
広
開
土
王
陵
碑
」

を
め
ぐ
っ
て
」（『
思
想
』
第
五
六
一
号
、
一
九
七
一
年
）。

（
27
）�

松
岡
静
男
「
南
淵
書
に
関
す
る
管
見
」（『
歴
史
公
論
』
第
二
編
第
五
号
、

一
九
三
三
年
）。

（
28
）�

中
島
利
一
郎
「
南
淵
書
は
偽
書
也
」（『
歴
史
公
論
』
第
二
編
第
五
号
、
一
九
三
三

年
）。

（
29
）�

國
府
種
武
前
掲
注
17
論
文
。

（
30
）�

権
藤
成
卿
前
掲
注
16
論
文
。

（
31
）�『
君
民
共
治
論
』
第
四
章
（『
権
藤
成
卿
著
作
集
』
第
三
巻
、
黒
色
戦
線
社
、

一
九
三
二
年
）。

（
32
）�

國
府
種
武
前
掲
注
17
論
文
参
照
。

（
33
）�

以
下
、
滝
沢
誠
「
権
藤
成
卿
と
朝
鮮
―
『
閒
々
子
詩
』
を
中
心
に
し
て
―
」（『
日

本
歴
史
』
四
四
〇
号
、
一
九
八
五
年
）
に
拠
っ
て
整
理
す
る
。

（
34
）�

滝
沢
誠
前
掲
注
32
論
文
。

（
35
）�

滝
沢
誠
『
権
藤
成
卿
』（
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
一
年
）。
滝
沢
に
よ
れ
ば
、
権

藤
は
以
下
の
漢
詩
を
残
し
た
。
こ
こ
に
い
う
「
一
家
の
伝
」
と
は
『
南
淵
書
』
を

さ
し
、
権
藤
家
相
伝
の
一
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
　

�

誰
が
吾
が
書
を
取
っ
て
九
天
に
捧
ず　

応
に
知
る
べ
し
壁
に
一
家
の
伝
を
蔵
す

る
を　

墳
を
修
し
て
告
げ
ん
と
要
す
心
中
の
事　

索
ね
て
苔
壇
に
愕
す
涙
濺
然

た
り

（
36
）�

西
川
宏
『
岡
山
と
朝
鮮
―
そ
の
二
〇
〇
〇
年
の
き
ず
な
―
』（
日
本
文
教
出
版
、

一
九
八
二
年
）。

［
付
記
］
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
度
國
學
院
大
學
国
外
派
遣
研
究
制
度
に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
十
一
月
二
十
二
日
に
ベ
ル
ギ
ー
王
国
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ル
ー

ヴ
ァ
ン
大
学
で
開
催
さ
れ
た
同
大
学
文
学
部
日
本
学
科
主
催
「
薩
摩
講
座
」（Leerstoel 

Satsum
a

）
に
お
け
る
報
告
（「
任
那
日
本
府
説
と
植
民
地
支
配
」M

odern D
ebates 

about M
im
ana as an A

ncient Japanese O
utpostand Colonial Rule over 

K
orea

）
を
も
と
に
そ
の
一
部
を
修
正
し
、
清
稿
し
た
。


